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梨
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。
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梨
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山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
か
い
の
長
（
」
の
下
に
「
総
合
理
工
学
研
究
機
構
、」
を
加
え
、「
、
総
合
理

工
学
研
究
機
構
に
あ
つ
て
は
事
務
長
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に

改
め
、「
税
務
出
納
員
」
の
下
に
「（
以
下
「
会
計
管
理
者
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
九
号

中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会

計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
、「
山
梨
県
事

務
吏
員
」
を
「
山
梨
県
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
二
の
項
中
「
五
千
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」

に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
項
の
表

財
務
審
査
監
の
職
に
あ
る
出
納
員
の
項
及
び
か
い
の
出
納
員
の
項
中
「
訂
正
通
知
書
」
を
「
支
払
訂
正

通
知
書
」
に
改
め
、
同
表
出
納
局
管
理
課
長
の
職
に
あ
る
物
品
出
納
員
の
項
及
び
出
納
局
管
理
課
長
、

出
納
局
管
理
課
総
括
課
長
補
佐
、
管
財
課
長
及
び
管
財
課
総
括
課
長
補
佐
の
職
に
あ
る
者
以
外
の
本
庁

の
物
品
出
納
員
の
項
中
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
改
め
、
同
表
県
民

セ
ン
タ
ー
管
内
の
か
い
に
置
か
れ
る
物
品
出
納
員
の
項
第
一
号
ウ
中
「
及
び
会
計
第
三
課
」
を
「
、
会

計
第
三
課
及
び
会
計
第
四
課
」
に
改
め
、
同
号
オ
中
「
、
会
計
第
一
課
及
び
会
計
第
二
課
」
を
「
及
び

会
計
第
一
課
」
に
改
め
、
同
号
カ
中
「
西
八
代
総
務
課
」
の
下
に
「
及
び
会
計
第
二
課
」
を
加
え
、
同

項
第
二
号
中
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
改
め
、
同
表
税
務
出
納
員
の

項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
訂
正
通
知
書
」
を
「
支
払
訂
正
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
訂

正
通
知
書
」
を
「
還
付
支
払
訂
正
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
及
び
第
十
五
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
よ
る
」
を
「
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理

者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
、
又
は
調
定
の
取
消
し
若
し
く
は
調
定
額
の
減
額
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
調
定
（
調
定
減
額
）
伺
い
（
第
十
三
号
様
式
の
三
）」
を
「
は
調
定
伺
い
（
第
十
三
号
様
式
の
三
）

に
よ
り
、
調
定
の
取
消
し
又
は
調
定
額
の
減
額
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
調
定
減
額
伺
い
（
第
十
三
号

様
式
の
三
の
二
）」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

２
　
同
一
の
収
入
科
目
で
同
一
の
調
定
伺
い
に
よ
り
二
人
以
上
の
納
人
の
調
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
調
定
伺
い
に
調
定
伺
い
内
訳
書
（
第
十
三
号
様
式
の
四
）
を
、
同
一
の
収
入
科
目
で
同
一
の
調
定

減
額
伺
い
に
よ
り
二
人
以
上
の
納
人
の
調
定
の
取
消
し
又
は
調
定
額
の
減
額
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
調
定
減
額
伺
い
に
調
定
減
額
伺
い
内
訳
書
（
第
十
三
号
様
式
の
四
の
二
）
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
第
四
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
（
第
十
三
号
様
式
の
四
の
二
）」
を
「
支
出
負
担

行
為
伺
い
（
第
十
三
号
様
式
の
四
の
三
）」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に

改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改

め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
企
画
部
長
」
を
「
政
策
秘
書
室
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
は
吏
員
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
他
の
会
計
職
員
は
吏
員
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち

か
ら
」
を
「
及
び
そ
の
他
の
会
計
職
員
は
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
の
表
二
の
項
中
「
、
農
務
事
務
所
次
長
」
を
削
り
、「
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
「
総

合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
副
所
長
」
に
改
め
、「
広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
事
務
所
次
長
」
の
下
に
「
、
荒
川
ダ

ム
管
理
事
務
所
次
長
、
大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
次
長
」
を
加
え
、
同
表
三
の
項
中
「
総
務
管
理

課
長
及
び
自
動
車
税
事
務
所
総
務
管
理
課
長
」
を
「
副
所
長
及
び
自
動
車
税
事
務
所
次
長
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
の
表
中
「
、
総
括
課
長
補
佐
、
主
任
技
術
員
及
び
技
術
員
」
を
「
及
び
総
括
課
長
補
佐
」

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
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含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
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三
十
日
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外
第
二
十
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号
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に
、「
、
総
括
課
長
補
佐
及
び
国
費
を
担
当
す
る
職
員
」
を
「
及
び
総
括
課
長
補
佐
」
に
、「
及
び
会

計
第
三
課
（
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
会
計
第
三
課
及
び
会
計
第
四
課
（
会
計
第
三
課
及
び

会
計
第
四
課
に
つ
い
て
は
、
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
事
務
吏
員
」
を

「
知
事
部
局
の
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
を
「（
職
員
の
併
任
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
表
一
の
項
中
「
事
務

吏
員
」
を
「
知
事
部
局
の
職
員
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
県
立
文
学
館
総
務
課
長
、
県
立
博
物
館

総
務
課
長
」
を
「
県
立
博
物
館
総
務
課
長
、
県
立
文
学
館
総
務
課
長
」
に
、「
事
務
吏
員
」
を
「
知
事

部
局
の
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
県
立
美
術
館
」
の
下
に
「
、
県
立
博
物
館
」
を
加
え
、「
、

県
立
博
物
館
」
を
削
り
、「
事
務
吏
員
」
を
「
知
事
部
局
の
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で
の
規
定
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
県
税
事
務
所
」
を
「
総
合
県
税
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
出
納
長
、
出
納
員
又
は
税
務
出
納
員
（
以
下
「
出
納
長
等
」
と
い
う
。）」
を

「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

収
入
通
知
者
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
調
定
し
た
と
き
は
税
外
収
入
徴
収
原
簿
（
第
二
十

号
様
式
。
以
下
「
徴
収
原
簿
」
と
い
う
。）
に
登
載
の
う
え
決
裁
を
受
け
た
調
定
伺
い
を
、
調
定
の

取
消
し
若
し
く
は
調
定
額
の
減
額
を
し
た
と
き
は
徴
収
原
簿
に
登
載
の
う
え
決
裁
を
受
け
た
調
定
減

額
伺
い
を
そ
れ
ぞ
れ
回
付
す
る
こ
と
に
よ
り
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
三
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
二
号
」
に
、「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に

改
め
る
。

第
四
十
二
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
二
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
の
二
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
三
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
、
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
三
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
、
出
納
長
」
を
「
、

会
計
管
理
者
」
に
改
め
、「
、
出
納
員
」
の
下
に
「
又
は
税
務
出
納
員
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
す
み
や
か
に
」

を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
不
納
欠
損
伺

内
訳
書
」
を
「
不
納
欠
損
伺
い
内
訳
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会

計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
七
号
及
び
第
五
十
八
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
債
権
者
が
」
を
「
債
権
者
は
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
代
理
人
が
口
座
振
替
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
当
該
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
、「
出
納

長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
次
の
」
を
「
次
に

掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
に
こ

の
旨
」
を
「
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
出
納
長
」

を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
口
座
振
替
支

払
案
内
書
」
を
「
支
払
案
内
書
」
に
、「
集
合
支
出
内
訳
書
」
を
「
支
出
の
内
訳
」
に
改
め
、
同
条
第

七
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
、「
第
一
項
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り
支
払
通
知
書
を
指
定
金
融
機
関
に
送
付
す
る
と
き
」

を
加
え
、「
支
払
通
知
書
又
は
」
及
び
「
指
定
金
融
機
関
又
は
」
を
削
る
。

第
六
十
七
条
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
は
」
を
「
会
計
管
理
者
等
は
、」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
れ
い
出

内
訳
書
」
を
「
れ
い
出
命
令
内
訳
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」

に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
に
こ

の
旨
」
を
「
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計

管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６
　
会
計
管
理
者
に
あ
つ
て
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
れ
い
出
支
払
通
知
書
を
指
定
金
融
機
関
に
送
付

す
る
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
小
切
手
振
出
済
通
知
書
を
指
定
代
理
金
融
機
関
取
扱
店
に
送
付
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す
る
と
き
は
歳
入
簿
及
び
収
入
簿
に
、
出
納
員
に
あ
つ
て
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
し
た
と

き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
小
切
手
振
出
済
通
知
書
を
指
定
代
理
金
融
機
関
取
扱
店
に
送
付
す
る
と

き
は
収
入
簿
に
そ
れ
ぞ
れ
登
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は

出
納
員
」
に
、「
れ
い
出
口
座
振
替
案
内
書
」
を
「
れ
い
出
支
払
案
内
書
」
に
、「
集
合
れ
い
出
内
訳

書
」
を
「
れ
い
出
の
内
訳
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

５
　
会
計
管
理
者
は
、第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
れ
い
出
支
払
通
知
書
を
送
付
す
る
と
き
は
、

支
払
日
計
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

二
項
」
を
「
前
項
」
に
、「
内
訳
書
」
を
「
給
与
支
給
明
細
書
」
に
、「
支
払
し
」
を
「
支
払
を
し
」

に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
第
二
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管

理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
に
こ

の
旨
」
を
「
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
公
金
振
替
日
計
表
」
を
「
公
金
振
替

内
訳
書
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
県
税
事
務
所
」
を
「
総
合
県
税
事
務
所
」
に
、「
出
納
長
等
」
を
「
会
計

管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
県

税
事
務
所
」
を
「
総
合
県
税
事
務
所
」
に
、「
出
納
長
に
こ
の
旨
」
を
「
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
出
納
長
」
を

「
会
計
管
理
者
」
に
、「
更
正
日
計
表
」
を
「
更
正
内
訳
書
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
の
見
出
し
を
「（
支
払
訂
正
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
訂
正
命
令
書
」
を
「
支

払
訂
正
命
令
書
」
に
、「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
訂
正
命
令

書
」
を
「
支
払
訂
正
命
令
書
」
に
、「
出
納
長
に
こ
の
旨
」
を
「
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
訂
正
通
知
書
」
を
「
支
払
訂
正
通
知
書
」
に

改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長

に
こ
の
旨
」
を
「
会
計
管
理
者
に
そ
の
旨
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
　
会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
案
内

書
を
発
付
し
な
い
と
き
は
、
債
権
者
に
支
払
取
消
案
内
書
を
発
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
条
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
、「
事
務
は
、」
を
「
事

務
を
」
に
、「
行
な
わ
せ
る
」
を
「
行
わ
せ
る
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
二
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
、「
行
な
わ
せ
る
」
を

「
行
わ
せ
る
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
七
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
の
二
中
「
第
三
条
第
三
項
の
表
」
を
「
別
表
第
一
の
二
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
出
納
員
と
消
耗
品
及
び
原
材
料
品
取
扱
者
」
を
「
物
品
出
納
員
等
と
物
品
取
扱
者
」
に
改

め
る
。

第
百
四
十
六
条
第
二
項
中
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
に
改
め
、
同
項

第
五
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
三
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
第
一
項
中
「
県
有
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
県
有

財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸
付
け
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
条
及
び
第
百
七
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改

め
る
。

第
百
七
十
四
条
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
会
計
ご
と
に
、
年
度
又
は

月
別
に
」
を
「
種
類
又
は
帳
票
ご
と
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
訂
正
命
令
書
」
を
「
支
払
訂
正

命
令
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
五
条
中
「
出
納
長
及
び
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
毎
月
会
計
ご
と
に
表
紙

（
第
百
十
七
号
様
式
）
を
付
け
て
、」
を
「
事
業
又
は
帳
票
ご
と
に
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削

り
、
同
条
第
二
号
中
「
訂
正
命
令
書
」
を
「
支
払
訂
正
命
令
書
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
八
十
二
条
か
ら
第
百
八
十
四
条
ま
で
の
規
定
中
「
出
納

長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
五
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
あ
わ
せ
て
」
を
「
併
せ
て
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
五
条
の
二
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
九
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め

る
。
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第
百
九
十
三
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
行
な
つ
た
」
を
「
行
つ
た
」
に
改

め
る
。

第
百
九
十
四
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「（
第
百
三
十
二
号
様
式
の
一
）」

を
「（
第
百
三
十
二
号
様
式
）」
に
、「（
第
百
三
十
三
号
様
式
の
一
）」
を
「（
第
百
三
十
三
号
様
式
）」

に
改
め
る
。

第
百
九
十
八
条
第
二
項
中
「
保
管
証
書
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管

理
者
」
に
改
め
、「
出
納
員
」
の
下
に
「（
県
税
の
滞
納
処
分
に
係
る
公
売
保
証
金
に
あ
つ
て
は
税
務

出
納
員
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
百
九
十
九
条
の
二
及
び
第
二
百
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
保
管
証
書
を
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
を
」

に
、「
保
管
証
書
預
り
証
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
九
条
第
一
項
中
「
保
管
証
書
預
り
証
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
」
に
、「
出
納
長
」

を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
保
管
証
書
預

り
証
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
」
に
、「
保
管
証
書
に
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
に
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
保
管
証
書
預
り
証
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計

管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
保
管
証
書
預
り
証
」
を

「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
」
に
、「
保
管
証
書
に
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
に
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
九
条
の
二
及
び
第
二
百
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
一
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、「
出
納
員
」
の
下
に
「
又
は
税

務
出
納
員
」
を
加
え
る
。

第
二
百
三
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
条
第
二
項
中
「
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
四
第
九
項
に
規
定
す
る
放
置
違
反
金
に
相
当

す
る
金
額
（
」
を
「
雑
部
金
（
保
証
金
を
除
く
。」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
条
及
び
第
二
百
十
二
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
五
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
六
条
第
二
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改

め
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
七
条
第
二
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
八
条
第
一
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
一
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
、「
次
の
各
号
に
」

を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
も
の
。」
を
「
も
の
」
に
改
め
、

同
項
第
七
号
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
、「
も
の
。」
を
「
も
の
」
に
改

め
る
。

第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」

を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
五
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
支
払
」
を
「
、
支
払
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
八
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
条
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
一
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
二
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
訂
正
通
知
書
」
を
「
支
払
訂

正
通
知
書
」
に
、「
執
り
」
を
「
と
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
保
管
証
書
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
」
に
、「
出
納
長
等
」
を
「
会

計
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
出
納
長
に
」
を
「
会
計
管
理
者
に
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
納
人
か
ら
」
の
下
に
「
納
入
通
知
書
、
納
付
書
又
は
」
を
加
え
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管

理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
四
条
、
第
二
百
三
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
二
百
五
十
六
条
の
二
か
ら
第
二

百
五
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
及
び
第
二
百
五
十
六
条
の
六
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改

め
る
。

第
二
百
五
十
七
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
、
毎
年
」
を
「
毎
年
」
に
、

「
、
二
年
」
を
「
二
年
」
に
、「
定
期
検
査
」
を
「
、
定
期
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納

長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
九
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
一
条
中
「
詳
具
し
た
」
を
「
詳
細
に
記
載
し
た
」
に
、「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」

に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
六
条
及
び
第
二
百
七
十
条
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
中
「
債
権
者
が
」
を
「
債
権
者
は
」
に
、「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を

「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改

め
る
。

第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長

等
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
所
持
人
が
」
を
「
所
持
人
は
」
に
、「
出
納
長
等
」
を
「
会
計

管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
届
け
出
」
を
「
届
出
」
に
、「
出
納
長
等
」
を

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

四



「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
」
に
、「
場
合
」

を
「
と
き
」
に
、「
申
し
出
」
を
「
申
出
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理

者
又
は
出
納
員
」
に
改
め
、「
及
び
小
切
手
振
出
済
通
知
書
」
の
下
に
「
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
」
を
加

え
、「
、
そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
出
納
長
等
」
を
「
会
計
管
理
者
又
は
出
納

員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
保
管
証
書
を
」
を
「
納
人
は
、
保
証
金
保
管
証
書
を
」
に
、「
保
管

証
書
亡
失
届
書
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
亡
失
届
」
に
、「
出
納
長
又
は
、
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理

者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
、「
保
管
証
書

亡
失
届
書
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
亡
失
届
」
に
、「
当
該
届
書
」
を
「
、
当
該
届
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
四
条
第
一
項
中
「
者
が
」
を
「
者
は
」
に
、「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
亡
失
届
書
」

を
「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
亡
失
届
」
に
、「
出
納
長
又
は
出
納
員
」
を
「
会
計
管
理
者
等
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
長
又
は
出
納
員
が
」
を
「
会
計
管
理
者
等
は
」
に
、「
保
証
金
保
管
証
書

預
り
証
亡
失
届
書
」
を
「
保
証
金
保
管
証
書
預
り
証
亡
失
届
」
に
、「
当
該
届
書
」
を
「
当
該
届
」
に

改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
寄
付
金
」
を
「
寄
附
金
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二
中
「
支
出
負
担
行
為
伺
い
」
を
「
支
出
負
担
行
為
の
伺
い
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
五
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

六

第１号様式の５（第８条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

七

第
２
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 



第
三
号
様
式
中
「
事
業
名
」
を
「
細
事
業
」
に
改
め
、「
Ｂ
４
横
片
」
を
削
る
。

第
四
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九

第
４
号
様
式
（
第
１
１
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
〇

第
５
号
様
式
（
第
１
１
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
一

第
６
号
様
式
（
第
１
３
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
二

第７号様式（第１４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
三

第８号様式（第１５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
四

第９号様式（第１６条関係）



第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
五

第
１
１
号
様
式
（
第
１
８
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
六

第
１
２
号
様
式
（
第
１
８
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
七

第
１
３
号
様
式
（
第
１
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
八

第
１
３
号
様
式
の
２
（
第
１
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

一
九

第１３号様式の３（第２１条関係）



第
十
三
号
様
式
の
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
〇

第１３号様式の３の２（第２１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
一

第
十
三
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第１３号様式の４（第２１条関係）



第
十
三
号
様
式
の
四
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
二

第１３号様式の４の２（第２２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
三

第
十
三
号
様
式
の
四
の
二
を
第
十
三
号
様
式
の
四
の
三
と
し
、
第
十
三
号
様
式
の
四
の
次
に
次
の
一

様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
四

第１３号様式の４の２（第２１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
五

第
十
三
号
様
式
の
五
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第１３号様式の５（第２３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
六

第
１
３
号
様
式
の
６
（
第
２
３
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

二
七

第１４号様式（第２３条関係）


